
「五島の地域資源を活用した着地型旅行商品の造成支援事業」業務委託仕様書 

 

１ 委託業務名 

五島の地域資源を活用した着地型旅行商品の造成支援事業業務 

 

２ 委託業務の目的 

五島市は「釣りの聖地」とも言われ初心者から上級者までの幅広い層の観光客が五島市

での「釣り」を目的とし来島している。 

「ゴルフ」についても空港や市街地からアクセスの良い場所に 18 ホールを完備したゴル

フ場が位置し、観光客の誘客に魅力的な地域資源である。 

また、「ヨット」等のマリンレジャーについても、周りを海に囲まれた五島市の地域特性

を活かした活用すべき地域資源であるといえる。 

五島市は、こういった地域資源を活用して、滞在時間を延ばす着地型旅行商品を造成し、

さらなる観光客の誘客を図ることで地域経済の活性化を促進する。 

 

３ 委託業務期間 

契約締結日から令和７年３月２１日まで 

 

４ 委託業務内容 

業務内容は以下のとおりとする。 

（１）「釣り」、「ゴルフ」のパッケージプランの磨き上げ及び「釣り」と「ゴルフ」が 

セットになった旅行商品を旅行代理店等と連携し造成・販売する。 

（２）レンタル釣具、遊漁船、釣った魚の処理、食事処や宿との調整手配パッケージ等 

の登録事業者を増やし、更なる磨き上げを図る。 

（３）釣りとゴルフのメーカー及び釣りとゴルフのメディアを招聘するファムツアーを 

実施する。 

（４）釣りメーカーやゴルフメーカーと連携し、4－（1）で造成したツアーパッケージ 

を活かした大会を実施する。（釣り大会 2 回以上、ゴルフ大会 2 回以上） 

（５）全国のゴルフスクール生（学生のゴルフ部も含む）の合宿誘致及び五島市独自の 

ゴルフツーリズムの仕組みを構築する。 

（６）五島市の釣りやゴルフ情報及び釣りやゴルフ大会の SNS マーケティング・プロモ 

ーションを実施する。 

（７）「釣り」に関するプロモーションについては、フィッシングショーOSAKA2025 

（2025 年 2 月 1 日～2 日開催予定）への出展を行う。ゴルフに関するプロモーシ 

ョンについての出展イベントの提案は自由提案とする。 

（８）「ヨット」に関する市場調査及び五島市でのヨット事業の活用可能性を検討するた 

めの基礎調査を実施する。 



５ 業務完了後の提出書類 

  業務が完了したときは、委託業務内容の詳細が分かる成果物を添えて業務完了報告書を 

提出すること。情報発信業務の成果物については、情報発信した内容や期間、アクセス数

がわかるものを提出すること。 

また、この事業を今後継続していくための提案書を提出すること。 

 

 

６ 業務管理 

受託者は、本事業が効率的かつ適正に実施されるように、全ての行程における業務管理

（各作業時の進捗状況の把握、委託者への状況報告等）を徹底すること。 

業務管理を行う者は、十分なコミュニケーション能力を持つだけではなく、適切な課題

解決策や方法等を提案でき、実績や知見、新たな発想等に基づいて、円滑・確実に事業を

推進できる能力を有すること。 

また、本事業に携わるスタッフの作業分担と作業量を適切に把握・管理し、計画の遅れ

が生じるなど、課題･問題等が発生した場合は速やかに原因を調査し、体制の見直しを含む

対応策を提示し、委託者の承認を得たうえで、これを実施すること。 

 

７ その他 

・業務を遂行するにあたり発生する一切の経費は受託者の負担とする。 

・本仕様書に記載されていない事項については、双方の協議により定めることとする。 


